
一
、
は
じ
め
に

　

本
稿
は
、「
仕
入
（
仕
込
）」
と
「
魚
市
場
」
と
い
う
二
つ
の
要
素
を
軸
に
近

世
期
の
漁
業
編
成
を
担
っ
て
い
た
「
魚
問
屋
仕
入
（
仕
込
）
制
度
」（１
）

に
つ
い

て
取
り
上
げ
、
近
世
防
長
地
域
の
漁
村
の
内
部
構
造
や
地
域
類
型
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

　

魚
問
屋
仕
入
制
度
と
は
、
漁
民
に
対
し
て
漁
具
・
餌
代
・
飯
米
な
ど
の
必
要

物
資
・
諸
経
費
を
前
貸
し
す
る
仕
入
の
見
返
り
に
、
魚
問
屋
が
漁
獲
物
の
販
売
・

流
通
を
独
占
的
に
支
配
す
る
も
の
で
あ
る
。
販
売
・
流
通
の
支
配
は
、
魚
問
屋

が
提
供
す
る
魚
市
場
（
魚
糶
場
）
を
通
じ
た
漁
獲
物
売
買
を
強
制
す
る
こ
と
で
、

口
銭
収
入
を
得
る
と
と
も
に
仕
入
償
還
を
行
う
形
態
が
一
般
的
で
あ
っ
た
が
、

問
屋
自
ら
が
漁
獲
物
を
独
占
的
に
集
荷
・
購
入
し
、
需
要
地
で
販
売
し
て
利
益

を
得
る
形
態
も
見
ら
れ
、地
域
性
や
魚
問
屋
の
性
格
に
よ
っ
て
多
様
で
あ
っ
た
。

　

筆
者
は
す
で
に
、
日
本
海
地
域
の
魚
問
屋
仕
入
制
の
事
例
と
し
て
長
門
国
阿

武
郡
江
崎
浦
の
引
船
制
度（
２
）を
、
ま
た
、
瀬
戸
内
海
地
域
の
事
例
と
し
て
同
国

厚
狭
郡
埴
生
浦
の
魚
糶
場
制
度（
３
）を
、
そ
れ
ぞ
れ
取
り
上
げ
て
検
討
を
加
え
て

き
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
江
崎
浦
の
引
船
制
度
は
、
魚
問
屋
と
漁
民
の
主
従
関

係
が
強
固
で
あ
り
、
漁
民
の
仕
入
に
対
す
る
依
存
度
も
高
い
と
い
う
特
徴
を
有

し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
埴
生
浦
で
は
、
入
札
に
よ
っ
て
魚
糶
場
請
負
人
を

決
め
、
そ
の
仕
入
も
部
分
的
・
限
定
的
な
も
の
に
と
ど
ま
る
な
ど
、
魚
問
屋
と

漁
民
の
関
係
は
緩
や
か
で
相
対
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
両
者
の
比
較
か
ら
、
日

本
海
地
域
に
比
べ
て
、
瀬
戸
内
海
地
域
の
漁
民
の
方
が
魚
問
屋
仕
入
制
か
ら
の

自
立
度
が
高
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

し
か
し
、
日
本
海
・
瀬
戸
内
海
そ
れ
ぞ
れ
一
ヶ
所
ず
つ
の
事
例
を
以
て
類
型

化
を
行
う
の
は
早
計
で
あ
ろ
う
。
こ
の
た
め
、
本
稿
で
は
明
治
十
九
年
（
一
八

八
六
）
に
山
口
県
勧
業
課
雑
務
掛
が
ま
と
め
た
「
魚
市
場
慣
行
調
」（４
）と
い
う

調
書
を
分
析
す
る
事
で
、
防
長
地
域
の
多
様
な
魚
問
屋
仕
入
制
度
の
実
態
を
概

観
し
、
そ
こ
に
海
域
別
の
地
域
類
型
が
見
い
だ
せ
る
か
否
か
を
検
討
し
て
み
る

こ
と
に
し
た
い
。

二
、
明
治
十
九
年
「
魚
市
場
慣
行
調
」
に
つ
い
て

　

明
治
十
八
年
（
一
八
八
五
）
十
二
月
二
十
六
日
、
山
口
県
勧
業
課
は
勧
酉
発

第
七
四
三
号
達
に
よ
り
「
水
産
ノ
繁
殖
ヲ
図
ル
ガ
為
メ
魚
市
場
ノ
現
行
業
務
及

　
　
　
明
治
期
山
口
県
の
魚
市
場
慣
行
調
に
見
る
魚
問
屋
仕
入
制
度
の
諸
相
（
上
）

　
　
　
　
　
　
　

～
近
世
防
長
漁
業
の
内
部
構
造
・
地
域
類
型
解
明
の
手
が
か
り
と
し
て
～

�

木
　
部
　
和
　
昭
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旧
慣
等
入
用
ニ
付
ケ
所
限
り
届
書
ヲ
徴
シ
可
差
出
」と
各
郡
役
所
に
下
命
し
た
。

こ
の
結
果
、各
郡
役
所
を
通
じ
て
各
地
の
魚
市
場
か
ら
提
出
さ
れ
た
調
書
（「
魚

市
場
現
行
業
務
及
旧
慣
等
御
届
」）
を
ま
と
め
た
も
の
が
明
治
十
九
年
「
魚
市

場
慣
行
調
」
で
あ
る
。
調
査
は
、
県
が
あ
ら
か
じ
め
設
定
し
た
以
下
の
一
三
項

目
に
つ
い
て
、
各
地
の
魚
市
場
が
上
申
す
る
形
式
で
実
施
さ
れ
た
。

　
　

第
壱　

市
場
創
設
年
月
日
及
ヒ
位
置
変
換
ニ
係
ル
諸
件

　
　

第
弐　

市
場
所
有
主
及
ヒ
変
換
ニ
係
ル
諸
件　

附
リ
総
代
人

　
　

第
三　

市
場
主
ト
漁
人
ト
ノ
間
売
買
上
ノ
契
約
若
ハ
申
合
セ
ノ
諸
件

　
　

第
四　

市
場
主
ト
商
估
ノ
間
取
引
上
ノ
契
約
若
ク
ハ
申
合
セ
ノ
諸
件

　
　

第
五　

市
場
ニ
テ
糴
売
ノ
仕
方
及
ヒ
計
算
ノ
始
末

　
　

第
六　

市
場
帳
簿
ノ
種
類
・
名
称
及
ヒ
使
用
年
限
并
記
入
方

　
　

第
七　

市
場
組
織
及
ヒ
維
持
法　

附
リ
資
本
金

　
　

第
八　

市
場
開
場
ノ
定
期

　
　

第
九　

明
治
十
三
年
ヨ
リ
同
十
七
年
迄
五
ヶ
年
間
年
々
税
額

　
　

第
十　

明
治
十
三
年
ヨ
リ
同
十
七
年
迄
五
ヶ
年
間
年
々
上
リ
高

　
　

第
十
一　

市
場
ニ
係
ル
旧
藩
庁
又
ハ
諸
所
ヨ
リ
諸
達
ノ
事
件

　
　

第
十
二　

市
場
主
ニ
係
ル
旧
藩
庁
又
ハ
諸
役
所
ニ
出
願
及
ヒ
指
令
諸
件

　
　

第
十
三　

市
場
ニ
係
ル
旧
藩
庁
時
々
契
約
及
ヒ
申
合
セ
并
慣
行
諸
件

　

こ
の
調
査
自
体
は
、
廃
藩
か
ら
二
十
年
近
く
経
過
し
て
実
施
さ
れ
た
も
の
だ

が
、
諮
問
項
目
を
見
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
藩
政
時
代
以
来
の
魚
市
場
の
旧
慣
を

調
べ
る
目
的
も
あ
り
、
近
世
期
の
魚
市
場
や
魚
問
屋
制
度
を
う
か
が
う
上
で
貴

重
な
手
が
か
り
と
な
る
内
容
も
数
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
主
と
し

て
魚
市
場
の
沿
革
、
魚
市
場
と
漁
民
の
関
係
（
口
銭
額
、
仕
入
の
有
無
な
ど
）、

旧
藩
時
の
慣
行
を
中
心
に
記
事
の
抽
出
を
行
い
、
漁
村
に
お
け
る
問
屋
仕
入
制

度
の
実
態
や
残
存
状
況
に
つ
い
て
分
析
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い（
５
）。

　

な
お
、
個
々
の
魚
市
場
に
つ
い
て
見
て
い
く
前
に
、
ま
ず
は
廃
藩
以
降
の
明

治
初
年
の
魚
市
場
制
度
の
概
要
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
く
。
な
ぜ
な
ら
、
明
治

十
九
年
段
階
の
魚
市
場
の
あ
り
方
は
、
山
口
県
政
下
の
新
制
度
の
影
響
を
多
か

れ
少
な
か
れ
受
け
て
い
た
は
ず
で
、
そ
の
把
握
な
し
に
分
析
を
進
め
る
の
は
、

近
世
的
特
徴
を
見
誤
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
の
廃
藩
置
県
に
よ
っ
て
山
口
県
が
成
立
す
る
と
、

旧
藩
時
代
の
魚
問
屋
株
・
魚
糶
座
株
な
ど
の
独
占
的
特
権
は
廃
止
さ
れ
、
出
願

に
よ
っ
て
免
許
鑑
札
を
受
け
る
制
度
へ
と
再
編
さ
れ
た
。
明
治
六
年
（
一
八
七

三
）
八
月
に
は
、「
県
内
魚
糶
場
税
金
取
立
之
儀
、
旧
藩
々
又
ハ
采
地
領
主
等

之
適
宜
を
以
方
法
相
設
候
事
故
、
今
日
ニ
至
り
一
々
相
違
セ
リ
、
依
テ
旧
法
相

廃
止
、
当
分
左
之
通
、
更
ニ
法
則
施
行
候
也
」
と
し
て
「
魚
糶
場
規
則
」
が
山

口
県
下
に
布
達
さ
れ
た（
６
）。
そ
こ
で
は
、
魚
糶
場
で
の
売
買
高
に
応
じ
て
徴
収

さ
れ
る
口
銭
額
を
、
生
魚
一
〇
％
、
干
魚
六
％
と
公
定
し
、
そ
の
内
訳
に
つ
い

て
も
規
定
さ
れ
て
い
る
。
表
１
と
し
て
ま
と
め
た
の
が
、
そ
の
口
銭
の
内
訳
で

あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
旧
藩
時
以
来
の
慣
行
を
勘
案
し
て
設
定
さ
れ
た
も
の
で
あ

ろ
う
。
こ
の
中
で
、
県
に
上
納
さ
れ
る
市
場
税
の
統
一
が
図
ら
れ
た
点
は
、
旧

藩
時
代
に
比
べ
て
大
き
な
変
化
で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
、
こ
の
明
治
六
年
当
時

三
・
五
％
に
設
定
さ
れ
た
生
魚
糶
売
に
対
す
る
市
場
税
は
、
明
治
十
五
年
七
月

に
三
％
に
引
き
下
げ
ら
れ
て
お
り
、
明
治
十
九
年
の
「
魚
市
場
慣
行
調
」
で
は
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こ
の
税
率
が
適
用
さ
れ
て
い
る
。

　

表
１
の
口
銭
内
訳
の
中
で
注
目
せ
ね

ば
な
ら
な
い
の
が
、「
仕
組
金
」
で
あ

る
。
吉
敷
郡
阿
知
須
浦
魚
市
場
の
調
書

で
は
、
こ
の
仕
組
金
を
「
漁
夫
成
立
ノ

使
用
ニ
供
ス
」
と
記
載
し
て
お
り
、
漁

民
や
漁
村
の
扶
助
・
救
済
・
振
興
を
目

的
と
す
る
費
目
だ
っ
た
。「
魚
糶
場
規

則
」
の
中
で
は
、
税
金
と
と
も
に
上
納

す
る
様
に
定
め
ら
れ
て
お
り
、
県
が
漁

業
振
興
費
と
し
て
利
用
す
る
目
的
が

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ

の
点
に
対
し
て
、
魚
問
屋
か
ら
異
議
が

噴
出
し
、
県
は
以
下
の
よ
う
な
通
達（
７
）

を
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
五
月
に
出

す
こ
と
に
な
っ
た
。

　
　
　
　
　

明
治
七
年
五
月
三
十
一
日
県
庁
御
達

　
　

 

魚
糴
場
規
則
中
仕
与
金
上
納
之
儀
追
々
下
任
せ
之
義
願
出
ル
ト
雖
モ
、
総

而
聞
届
不
相
成
候
処
、
海
岸
付
之
場
所
漁
人
直
取
引
之
糴
場
ニ
而
ハ
従
来

之
風
義
有
之
、
破
難
舟
ハ
素
よ
り
時
々
修
繕
且
漁
道
具
仕
調
等
大
概
魚
問

屋
之
作
略
ヲ
以
漁
業
相
稼
、
其
盛
衰
随
而
セ
リ
場
ニ
関
シ
候
儀
故
、
仕
与

金
ヲ
以
漁
人
成
立
之
仕
法
を
相
設
之
処
、
浦
方
情
態
追
々
聞
繕
之
趣
ニ
而

ハ
、
実
際
無
余
儀
難
渋
之
次
第
有
之
、
其
趣
意
度
々
申
出
ニ
依
り
全
義
相

成
、
漁
人
共
取
救
等
之
時
機
ニ
後
れ
不
弁
理
可
有
之
付
而
、
海
岸
付
糴
場

ニ
限
り
下
任
せ
ニ
相
成
筋
ニ
付
、此
段
篤
と
魚
問
屋
之
者
江
説
諭
を
加
へ
、

別
帋
之
通
漁
人
成
立
方
ニ
注
意
精
々
遂
心
配
候
様
取
計
可
有
之
候
也

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
魚
糶
場
規
則
の
仕
与
（
組
）
金
の
上
納
規
定
に
対
し
て
、

魚
問
屋
ら
は
「
下
任
せ
」、
す
な
わ
ち
自
分
た
ち
に
裁
量
さ
せ
て
欲
し
い
と
、

し
き
り
に
出
願
し
て
い
た
模
様
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
漁
船
の
破
損
修
繕
・
漁

道
具
仕
調
な
ど
の
漁
民
の
扶
養
・
救
済
に
充
て
る
こ
の
種
の
経
費
は
、
魚
問
屋

の
「
仕
入
」
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
り
、
近
世
期
以
来
、
そ
の
裁
量
は
魚
問
屋

の
専
権
事
項
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
情
を
勘
案
し
た
結
果
、
県
は

海
岸
付
の
魚
糶
場
（
漁
村
の
魚
市
場
）
に
限
っ
て
仕
組
金
上
納
を
撤
回
し
、
そ

の
使
途
を
魚
問
屋
へ
委
ね
る
こ
と
に
な
っ
た
。
明
治
初
年
の
魚
問
屋
と
漁
民
の

関
係
が
う
か
が
え
る
事
例
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
こ
の
仕
組
金
は
、
後
述

す
る
よ
う
に
、
口
銭
額
減
少
の
た
め
に
漁
民
の
要
望
で
廃
止
さ
れ
た
ケ
ー
ス
が

少
な
く
な
い
か
ら
、
必
ず
し
も
県
の
意
図
通
り
に
利
用
さ
れ
た
訳
で
は
な
い
。

　

こ
の
後
、明
治
十
二
年
六
月
に「
諸
市
場
取
締
規
則
」（
甲
第
二
百
五
十
四
号
）

が
県
か
ら
布
達
さ
れ
、
魚
市
場
に
関
す
る
法
整
備
が
進
め
ら
れ
た
が
、
そ
の
内

容
は
、組
織
・
免
許
出
願
・
納
税
な
ど
に
関
す
る
一
般
的
規
定
が
中
心
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
諸
改
革
は
、
明
治
十
九
年
の
「
魚
市
場
慣
行
調
」
段
階
の
魚
市
場
の

あ
り
方
を
か
な
り
規
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
特
に
明
治
八
年
魚
糶
場
規
則
の
口

銭
定
の
影
響
は
大
き
い
。
そ
の
意
味
で
、
近
世
期
的
な
魚
問
屋
・
魚
糶
座
制
度

は
か
な
り
変
貌
を
遂
げ
て
い
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
各
地
域
の
個
々
の

表１　明治6（1873）年8月「魚糶場規則」による口銭定
費目 生魚口銭１割 干魚口銭６歩 備考

税金 3.5% 2.1% 市場税
仕組金 1.0% 0.4% 漁夫成立の使用に供す
諸費用 0.6% 0.4% 市場運営経費
問屋中配当 3.5% 2.1% 問屋の収益
中師中配当 0.8% 0.6% 糶場手伝人配当とも
買（売）子中配当 0.6% 0.4% 魚商への返戻金
【典拠】「魚問屋慣行調」の内、玖珂郡柳井津町仲坂屋魚市場及び阿武見
島郡宇田浦金子丈七魚市場の記載より作成
注： 売子（魚小売人）も買子（魚仲買人）も、魚糶場で魚類を購入する
立場の魚商を指す。
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魚
問
屋
・
魚
糶
座
が
、
こ
う
し
た
新
制
度
と
旧
来
の
慣
行
の
間
で
ど
の
様
に
折

り
合
い
を
付
け
て
い
っ
た
か
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
近
世
的
特

徴
を
見
出
す
こ
と
は
十
分
に
可
能
で
あ
ろ
う
。

　

以
下
、
日
本
海
地
域
、
瀬
戸
内
海
地
域
の
順
に
分
析
を
進
め
て
い
く
が
、
各

海
域
・
各
郡
の
主
要
な
魚
市
場
に
絞
っ
て
取
り
上
げ
る
。
調
書
の
記
載
が
簡
略

で
あ
っ
た
り
、
創
設
の
新
し
い
魚
市
場
に
つ
い
て
は
、
本
文
で
は
言
及
し
な
い

が
、
全
魚
市
場
（
内
陸
部
を
除
く
）
の
摘
要
は
［
別
表
］
に
ま
と
め
て
あ
る
の

で
、
参
考
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
こ
の
［
別
表
］
の
中
の
「
明
治
十
七
年
分
上

り
高
」
は
、
各
市
場
に
お
け
る
漁
獲
物
の
取
引
総
額
を
示
し
て
お
り
、
漁
村
あ

る
い
は
魚
市
場
の
規
模
が
う
か
が
え
る
数
値
と
な
っ
て
い
る
。

三
、
日
本
海
地
域
の
魚
市
場
と
そ
の
特
徴

 

（
一
）
阿
武
・
見
島
郡

①
江
崎
浦

　

阿
武
・
見
島
郡
で
最
初
に
取
り
上
げ
る
の
は
、
日
本
海
地
域
の
魚
問
屋
仕
入

制
の
典
型
的
存
在
形
態
で
あ
っ
た
引
船
制
度
が
残
存
し
て
い
た
江
崎
浦
で
あ

る
。
江
崎
浦
の
引
船
制
度
に
つ
い
て
は
、
同
地
で
引
船
問
屋
を
営
ん
で
い
た
世

並
屋
小
野
家（
８
）の
経
営
史
料
を
用
い
て
す
で
に
紹
介
し
て
い
る（
９
）が
、
こ
の
魚

市
場
慣
行
調
に
は
、
先
の
研
究
で
未
解
明
で
あ
っ
た
部
分
も
含
め
て
、
そ
の
制

度
の
全
容
を
詳
細
に
記
録
し
て
い
る
た
め
、
改
め
て
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す

る（
10
）。
同
浦
は
藩
政
期
中
は
奥
阿
武
郡
宰
判
に
属
し
、
蔵
入
地
で
あ
っ
た
。

　

調
書
で
は
ま
ず
、
魚
問
屋
・
魚
市
場
の
濫
觴
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　
　

一 　
（
前
略
）
慶
長
年
間
、
旧
藩
主
防
長
御
治
世
ニ
相
成
て
、
給
主
田
万

郷
村
之
変
換
も
度
々
に
及
び
、
当
江
津
ヶ
浦
は
給
主
益
田
河
内
守
殿
館

ニ
相
成
、
其
節
農
漁
御
分
別
の
際
、
田
万
郷
之
内
湊
村
に
鎮
座
在
ス
蛭

子
神
社
を
始
め
（
西
町
戎
ヶ
鼻
鎮
座
）、
松
原
・
臼
井
・
安
井
・
湊
・

安
江
等
の
各
氏
家
族
と
共
に
当
浦
へ
引
越
候
内
、
安
江
三
郎
右
衛
門
と

申
仁
有
之
、
是
魚
問
屋
ト
唱
へ
候
濫
觴
ニ
有
之
、
同
人
宅
前
字
市
屋
敷

ノ
名
義
今
以
て
存
在
候
、
其
節
漁
人
も
多
分
に
相
成
ニ
付
、
頭
立
有
徳

者
漁
人
を
分
附
し
海
上
石
五
拾
三
石
五
升
九
合
外
問
屋
口
銭
米
弐
斗
ヲ

以
テ
口
銭
之
内
よ
り
償
ヒ
遣
ハ
し
魚
問
屋
株
大
成
ス
、
依
テ
魚
市
場
之

義
も
随
テ
変
換
す
（
中
略
）

　
　

一 

寛
永
以
前
者
粗
問
屋
の
形
容
を
為
と
雖
ト
モ
定
か
な
ら
ず
、
播
磨
国
今

津
浦
之
商
人
平
兵
衛
と
申
者
毎
々
小
船
を
も
つ
て
往
返
し
、
小
々
の
漁

人
共
へ
米
銭
其
外
湯
茶
に
至
迄
貸
附
置
、
其
代
と
し
て
取
揚
之
魚
類
引

請
、
塩
漬
と
な
し
て
上
方
へ
積
登
売
買
候
由
申
伝
へ
候
、
其
外
之
魚
類

地
下
小
々
の
市
賈
人
ニ
直
売
買
取
引
ニ
候
由
申
伝
へ
候
、
同
人
義
ハ
其

所
縁
ヲ
以
テ
当
浦
へ
送
籍
し
今
津
平
兵
衛
と
称
し
魚
問
屋
の
一
人
ニ
相

成
候
（
後
略
、
傍
線
筆
者
）

　

江
崎
は
古
名
を
江
津
と
い
い
、
田
万
郷
村
（
後
の
下
田
万
村
）
の
一
部
で

あ
っ
た
が
、
近
世
初
期
に
は
浦
方
（
漁
村
）
は
田
万
郷
の
湊
村
に
あ
っ
た
。
こ

の
浦
方
を
江
津
に
移
し
た
の
が
、
寛
永
二
年
（
一
六
二
五
）
ま
で
こ
の
地
の
給

領
主
で
あ
っ
た
益
田
河
内
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
江
崎
浦
が
成
立
し
た（
11
）。

こ
の
時
、
湊
村
よ
り
鎮
守
で
あ
る
蛭
子
神
社
と
と
も
に
有
力
氏
族
が
江
崎
浦
へ

二
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移
っ
て
き
た
が
、
そ
の
内
の
一
人
、
安
江
三
郎
右
衛
門
が
宅
前
（
市
屋
敷
）
で

魚
問
屋
業
を
開
始
し
た
の
が
江
崎
浦
魚
市
場
の
始
ま
り
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
後
、
年
代
は
不
明
な
が
ら
、
漁
人
の
増
加
に
伴
い
、「
頭
立
有
徳
者
」

が
漁
民
を
分
附
し
て
、
浦
方
の
年
貢
に
当
た
る
浦
立
銀
（
海
上
石
五
三
・
五
九

石
に
対
す
る
石
貫
銀
五
三
五
匁
九
分
）
及
び
問
屋
株
に
対
す
る
運
上
と
推
定
さ

れ
る
問
屋
口
銭
米
二
斗
を
、
魚
市
場
で
口
銭
の
内
か
ら
徴
収
し
て
上
納
す
る
魚

問
屋
株
制
度
が
成
立
し
た
と
い
う
。
別
箇
所
の
記
載
に
よ
る
と
、
零
細
な
漁
民

に
浦
立
銀
を
直
接
負
担
さ
せ
る
と
滞
納
が
生
じ
や
す
く
、
そ
の
わ
ず
か
な
滞
納

の
た
め
没
落
す
る
ケ
ー
ス
も
少
な
く
な
か
っ
た
た
め
、
こ
う
し
た
制
度
が
生
み

出
さ
れ
た
よ
う
だ
。
浦
の
有
力
者
が
漁
民
を
分
か
っ
て
支
配
す
る
形
態
は
、
世

並
屋
小
野
家
で
「
引
舟
戸
籍
帖
」
を
作
成
し
て
配
下
の
漁
民
を
管
理
し
て
い
た

状
況
と
符
合
す
る
。
こ
の
調
書
に
は
「
引
船
」
の
文
言
は
一
切
出
て
こ
な
い
が
、

そ
こ
に
記
載
さ
れ
る
の
は
、
ま
さ
に
引
船
制
度
そ
の
も
の
の
実
態
で
あ
る
。
そ

し
て
、
こ
の
記
述
に
従
え
ば
、
引
船
制
度
の
起
源
は
近
世
初
期
に
ま
で
遡
る
こ

と
に
な
る
。

　

一
方
、「
仕
入
」
に
関
し
て
は
、
こ
れ
も
ま
た
年
代
不
明
な
が
ら
、
上
方
商

人
に
よ
っ
て
創
始
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
播
磨
国
今
津
浦
商
人
平
兵

衛
が
は
る
ば
る
魚
の
買
い
付
け
に
訪
れ
、
漁
民
に
米
銭
か
ら
湯
茶
に
至
る
ま
で

貸
し
付
け
て
、
そ
の
代
わ
り
に
魚
類
を
買
い
集
め
て
塩
魚
と
し
、
上
方
へ
移
出

す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
き
っ
か
け
ら
し
い
。
平
兵
衛
は
そ
の
後
、
江
崎
浦
に

移
住
し
魚
問
屋
の
一
人
と
な
っ
た
と
い
う
。

　

次
に
漁
民
と
魚
市
場
と
の
契
約
か
ら
、
口
銭
及
び
仕
入
に
つ
い
て
見
て
み
よ

う
。

　

一 　
（
前
略
）
年
中
乗
組
魚
人
江
対
し
越
年
米
と
し
て
米
壱
斗
又
ハ
弐
斗
貸

与
へ
、
其
代
価
年
中
取
揚
ノ
漁
高
之
内
金
壱
割
預
り
置
、
年
末
ニ
至
り
算

当
ス

　
　

 

又
年
中
地
下
小
貫
キ
銀
（
是
者
当
今
役
場
費
也
）
魚
人
中
課
出
金
へ
対
シ
、

漁
高
金
之
内
四
歩
預
り
置
、
年
末
ニ
至
り
漁
人
銘
々
預
り
金
合
計
役
場
へ

上
納
ス
、
魚
人
共
者
役
場
ニ
出
テ
是
ヲ
計
算
し
、
過
金
は
即
席
ニ
受
取
、

不
足
金
は
後
年
ニ
廻
ル

　
　

 

又
魚
人
中
使
用
ノ
長
ノ
緒
苧
代
へ
当
ル
凡
見
込
ヲ
以
テ
金
銭
貸
与
へ
、
漁

高
金
之
内
八
歩
預
り
置
、
年
末
ニ
是
ヲ
計
算
ス

　
　

 

造
り
舟
寛
永
前
迄
者
自
分
ニ
造
り
調
候
ニ
付
、
微
力
に
て
多
分
造
り
舟
無

之
、
至
テ
無
数
成
し
が
、
魚
問
屋
株
と
相
成
、
造
り
渡
ニ
付
、
漁
舟
自
然

と
多
分
ニ
相
成
、
随
テ
漁
事
弥
増
候

　
　

 

造
り
舟
ノ
事
、
船
一
代
と
唱
ル
ハ
、
当
今
ハ
満
六
年
を
限
り
船
の
一
期
ト

ス
、
従
前
者
満
七
年
ヨ
リ
八
年
を
限
り
と
定
（
中
略
）、
右
之
年
限
積
り

ヲ
以
テ
造
り
渡
シ
、
年
中
取
揚
漁
高
金
之
内
五
歩
置
ヲ
以
テ
是
ヲ
算
当
す

　

一 

口
銭
は
漁
高
金
之
内
七
歩
ト
立
テ
、
其
内
ヨ
リ
夏
納
銀
・
秋
納
銀
ヲ
上
納

す

　

一
諸
貸
金
無
利
足
従
前
よ
り
行
形
ニ
有
之
候
事
（
中
略
）

　
　

 
以
上
に
し
て
三
割
四
分
各
日
市
場
ニ
於
テ
糴
売
高
金
之
内
右
ヲ
引
去
り
、

残
り
金
即
刻
相
渡
ス
、
是
天
保
末
年
比
迄
魚
問
屋
中
魚
人
ト
申
合
せ
定
法

ニ
有
之
候
事
（
後
略
、
傍
線
筆
者
）

二
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こ
こ
に
記
載
さ
れ
た
漁
獲
物
糶
売
高
に
対
す

る
引
去
り
額
の
内
訳
を
ま
と
め
た
も
の
が
表
２

で
あ
る
。江
崎
浦
で
は
、実
に
販
売
額
の
三
四
％

が
糶
場
で
差
し
引
か
れ
て
お
り
、
こ
の
比
率
は

県
下
の
全
魚
市
場
の
中
で
も
最
大
で
あ
る
。
た

だ
し
、
そ
の
大
半
（
二
三
％
）
は
仕
入
に
対
す

る
引
当
で
占
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
浦
に
お
け

る
魚
問
屋
仕
入
制
の
強
固
さ
が
う
か
が
え
る
。

　

そ
の
仕
入
の
内
訳
に
つ
い
て
見
る
と
、
ま
ず

は
越
年
米
が
挙
げ
ら
れ
る
。
越
年
米
は
そ
の
呼

称
が
示
す
と
お
り
、
冬
季
の
漁
閑
期
に
お
け
る

漁
民
へ
の
飯
米
仕
入
と
推
測
さ
れ
る
。
貸
米
は

一
～
二
斗
と
さ
れ
る
が
、
引
当
は
一
割
と
比
重

が
大
き
い
か
ら
、
不
漁
期
な
ど
に
も
随
時
貸
与
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
漁

民
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
飯
米
購
買
層
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
そ
の
家
族

の
扶
養
も
含
め
て
重
要
な
仕
入
で
あ
っ
た
。
次
に
見
え
る
仕
入
が
、
漁
人
が
使

用
す
る
長
の
緒
苧
代
で
あ
る
。
江
崎
浦
の
漁
業
の
中
心
は
釣
漁
だ
っ
た
た
め
、

釣
り
糸
な
ど
の
漁
道
具
に
対
す
る
仕
入
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
ち
ら
は

引
当
と
し
て
糶
売
高
の
八
％
を
徴
収
し
て
償
還
さ
せ
た
。
ち
な
み
に
、
前
掲
拙

稿
で
小
野
家
の「
引
舟
仕
入
差
引
帳
」を
分
析
し
た
際
、帳
簿
に
記
載
さ
れ
る「
壱

割
」・「
八
歩
」
が
何
を
指
す
の
か
判
然
と
し
な
か
っ
た
が
、
こ
の
調
書
に
よ
れ

ば
、
壱
割
が
越
年
米
仕
入
に
対
す
る
引
当
、
八
歩
が
漁
道
具
仕
入
に
対
す
る
引

当
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た（
12
）。

　

仕
入
は
漁
船
建
造
に
対
し
て
も
行
わ
れ
て
い
た
。
漁
船
建
造
に
対
す
る
仕
入

は
魚
問
屋
株
成
立
時
か
ら
開
始
さ
れ
た
よ
う
で
、
浦
の
漁
船
数
増
加
に
一
定
の

効
果
を
あ
げ
た
よ
う
だ
。
江
崎
浦
で
は
漁
船
の
耐
久
年
数
を
六
～
八
年
く
ら
い

設
定
し
、
定
期
的
に
造
り
替
え
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
資
金
は
問
屋
が

漁
民
に
貸
与
し
て
い
た
。
こ
の
引
当
と
し
て
糶
売
高
の
五
％
を
徴
収
し
償
還
さ

せ
た
の
で
あ
る
。
先
に
言
及
し
た
小
野
家「
引
舟
仕
入
差
引
帳
」に
見
え
る「
船

玉
」
が
こ
れ
に
相
当
す
る
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
三
つ
の
仕
入
に
対
す
る
引
当
は
、
問
屋
が
預
か
っ
て
貸
米
銀
の
償
還
に

充
て
、
余
剰
が
出
れ
ば
漁
民
に
払
い
戻
し
、
不
足
が
出
れ
ば
翌
年
の
負
債
に
回

さ
れ
た
。
ま
た
、
諸
貸
金
（
仕
入
）
は
無
利
息
と
す
る
慣
行
だ
っ
た
こ
と
も
記

載
さ
れ
て
お
り
、
魚
問
屋
の
仕
入
行
為
が
高
利
貸
し
的
性
格
を
持
っ
て
い
な

か
っ
た
点
も
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

一
方
、
糶
場
で
徴
収
さ
れ
る
諸
費
の
中
に
は
、
貢
租
関
係
の
費
目
も
見
ら
れ

る
。
萩
藩
に
お
い
て
は
、
年
貢
や
郡
村
費
は
耕
地
の
所
持
高
に
応
じ
て
賦
課
さ

れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
が
、
土
地
所
有
を
前
提
と
す
る
徴
租
方
法
が
適
用

で
き
な
い
浦
方
の
場
合
、
こ
う
し
た
経
費
を
ど
の
様
に
分
担
し
て
い
た
の
か
に

つ
い
て
は
、
よ
く
分
か
っ
て
い
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
江
崎
浦
の
事
例

に
よ
っ
て
、
糶
売
高
の
一
定
割
合
か
ら
徴
収
さ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た

の
は
大
き
な
成
果
で
あ
る
。
例
え
ば
、
郡
村
費
の
一
部
で
あ
っ
た
地
下
小
貫
の

徴
収
は
、
糶
売
高
の
四
％
を
預
か
っ
て
充
当
し
て
い
た
。
浦
方
に
お
け
る
郡
村

費
負
担
の
実
態
が
判
明
す
る
の
は
お
そ
ら
く
こ
れ
が
初
め
て
で
あ
ろ
う
。ま
た
、

表２　江崎浦魚市場における魚糶売高より徴収金内訳
費目 割合

越年米仕入に対する引当 10%
長緒苧代（漁道具）仕入に対する引当 8%
漁船造り渡し（仕入）に対する引当 5%
地下小貫銀（役場費）預かり 4%
口銭（浦立銀→市場税を含む） 7%
漁獲物糶売高に対する引去額総計 34%

【典拠】「魚問屋慣行調」の阿武見島郡江崎村の記述より作成
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七
％
の
口
銭
の
内
か
ら
「
夏
納
銀
・
秋
納
銀
」
を
上
納
す
る
と
あ
る
の
は
、
浦

方
の
本
年
貢
で
あ
る
浦
立
銀
（
海
上
石
に
対
す
る
石
貫
銀
）
上
納
を
指
す
。
明

治
期
に
な
る
と
、
先
述
し
た
「
魚
糶
場
規
則
」
に
定
め
ら
れ
た
市
場
税
が
、
浦

立
銀
の
代
わ
り
に
こ
こ
か
ら
上
納
さ
れ
た
。こ
う
し
た
貢
租
負
担
方
法
の
場
合
、

不
漁
な
ど
で
漁
獲
量
が
減
少
す
れ
ば
徴
収
額
も
減
っ
た
か
ら
、
い
き
お
い
浦
立

銀
・
地
下
小
貫
の
不
足
分
は
魚
問
屋
が
補
填
す
る
義
務
を
負
う
こ
と
に
な
る
。

先
に
見
た
全
面
的
な
仕
入
も
含
め
て
、
江

崎
浦
の
魚
問
屋
（
引
船
問
屋
）
は
、
浦
の

成
り
立
ち
を
支
え
る
重
要
な
機
能
を
担
っ

て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　

な
お
、
七
％
の
口
銭
に
関
し
て
は
、
こ

こ
か
ら
浦
立
銀
（
の
ち
に
市
場
税
）
を
上

納
し
た
残
額
が
魚
問
屋
の
収
益
に
な
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
正
月
に
引
舟
総

代
舟
頭
中
か
ら
魚
問
屋
小
野
豊
人
に
宛
て

て
提
出
さ
れ
た
契
約
書
が
小
野
家
文
書
に

残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
を
ま
と
め
た

も
の
が
、
表
３
で
あ
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら

く
、
先
述
し
た
明
治
六
年
の
「
魚
糶
場
規

則
」を
受
け
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

前
掲
表
１
の
内
容
に
準
じ
て
設
定
さ
れ
て

い
る
。た
だ
し
、漁
人
と
の
協
議
の
上
、仕
組
金（
一
％
）・
売
子
戻
し（
〇
・
六
％
）・

中
師
戻
し
（
〇
・
六
％
）
の
三
費
目
計
二
・
四
％
に
つ
い
て
は
徴
収
を
控
除
し
、

口
銭
額
は
七
・
六
％
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。
規
定
通
り
一
割
の
口
銭
を
取
る
と
、

た
だ
で
さ
え
糶
売
高
か
ら
の
引
去
り
額
の
大
き
い
江
崎
浦
で
は
漁
民
の
手
取
金

が
減
っ
て
し
ま
う
た
め
、
公
定
口
銭
額
の
圧
縮
が
図
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま

た
、
御
定
口
銭
に
関
す
る
記
載
の
末
尾
に
は
、「
外
ニ
」
と
し
て
「
舟
并
漁
道

具
御
仕
入
江
当
口
銭
之
義
者
、
親
方
・
子
方
の
因
ミ
合
ヲ
以
、
無
理
差
別
無
之

様
実
意
之
申
合
可
仕
」
と
い
う
文
言
が
見
え
、
先
述
し
た
仕
入
関
係
の
口
銭
を

別
に
協
議
の
上
で
設
定
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。「
親
方
・
子
方
の
因

ミ
合
」
と
い
う
文
言
に
、
魚
問
屋
と
漁
民
の
関
係
が
象
徴
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

後
、
明
治
十
五
年
七
月
に
市
場
税
が
三
・
五
％
か
ら
三
％
に
引
き
下
げ
ら
れ
た

の
を
受
け
て
、
口
銭
額
は
更
に
引
き
下
げ
ら
れ
、
明
治
十
九
年
当
時
に
は
七
％

に
な
っ
て
い
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
、
〇
・
一
％
の
誤
差
が
あ
る

が
、
あ
る
い
は
藩
政
期
中
の
口
銭
額
が
七
％
で
、
最
終
的
に
そ
れ
に
合
わ
せ
た

可
能
性
も
あ
る
。

　

調
書
に
は
こ
の
他
に
も
注
目
す
べ
き
記
載
が
見
え
る
。
た
と
え
ば
、
こ
の
明

治
初
年
当
時
、市
場
主
（
魚
問
屋
）
は
五
名
で
あ
っ
た
こ
と
が
記
載
さ
れ
る
が
、

こ
れ
は
伊
藤
彰
が
紹
介
し
た
江
崎
浦
の
古
老
の
証
言（
13
）

に
、
小
野
（
土
井
町
）・

安
江
（
六
軒
町
）・
安
江
（
大
西
町
）・
宮
内
（
片
上
町
）・
小
松
（
下
田
万
大
久
保
）

な
ど
が
江
崎
浦
の
引
船
問
屋
だ
っ
た
（
昭
和
初
年
頃
か
）
と
す
る
軒
数
と
一
致

す
る
。
漁
民
は
、
こ
の
い
ず
れ
か
の
魚
問
屋
の
引
船
に
加
入
し
な
け
れ
ば
、
江

崎
浦
で
の
漁
業
に
参
入
で
き
な
か
っ
た
。

表３　明治9年（1876）1月引舟総代舟頭中と魚問屋小野豊人の口銭契約
費目 比率 備考

御定口銭合計 10.0% 魚糶場規則に規定

徴
収

税金 3.5% 市場税
費用 0.6% 諸費用
問屋口銭 3.5% 問屋中配当

引
除

仕組金 1.0% 地下難渋につき控除
売子戻し 0.6% 売子(買人）と漁民が示談の上控除
中師戻し 0.6% 江崎浦では中師を雇わないため控除

差引口銭徴収額 7.6%
【典拠】「引舟総代舟頭中連署申上書」（小野家文書275-3）
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ま
た
、「
従
前
市
場
主
ニ
諸
用
無
之
、
総
テ
水
揚
之
諸
物
運
上
銀
と
し
て
被

召
上
候
ニ
付
、
其
懸
り
人
員
相
勤
候
故
、
如
此
問
屋
株
と
相
成
ニ
付
、
売
買
入

質
等
ニ
テ
市
場
主
変
換
数
回
有
之
候
事
」
と
い
う
記
述
は
、
江
崎
浦
の
魚
問
屋

株
が
運
上
銀
上
納
の
見
返
り
に
独
占
的
特
権
を
免
許
さ
れ
た
株
仲
間
の
よ
う
な

存
在
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
先
述
の
よ
う
に
「
問
屋
口
銭
米

二
斗
」
の
上
納
は
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
他
地
域
の
魚
問
屋
株
運
上
銀
に
比
べ
る

と
微
々
た
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
点
か
ら
見
て
、
江
崎
浦
の
魚
問
屋
制

度
（
引
船
制
度
）
は
、
浦
共
同
体
の
内
部
規
制
に
依
拠
し
て
存
立
し
て
い
た
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

②
須
佐
浦

　

続
い
て
取
り
上
げ
る
の
は
、
永
代
家
老
益
田
家
の
給
領
で
あ
っ
た
奥
阿
武
郡

宰
判
須
佐
浦
の
事
例
で
あ
る
。
須
佐
浦
の
魚
問
屋
は
享
保
元
年
（
一
七
一
六
）

に
創
始
さ
れ
、
旧
慣
で
は
魚
問
屋
株
と
称
し
、
他
よ
り
こ
の
営
業
を
す
る
こ
と

が
出
来
な
い
株
仲
間
組
織
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
古
く
は
大
谷
氏
・
内
田
氏
の
二

軒
が
こ
れ
を
独
占
し
て
い
た
と
い
う
。

　

須
佐
浦
の
調
書
で
は
、
魚
市
場
と
漁
民
の
契
約
関
係
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う

に
記
述
さ
れ
て
い
る
。

　
　

 

市
場
主
ヨ
リ
漁
船
々
具
漁
道
具
一
巻
及
ヒ
魚
釣
リ
餌
代
并
ニ
臨
時
費
貸
渡

候
ニ
附
テ
ハ
、
船
舶
船
具
ニ
対
シ
漁
上
リ
高
百
分
ノ
六
歩
、
則
チ
十
円
ニ

附
六
十
銭
宛
置
金
、
漁
具
及
ヒ
臨
時
費
貸
金
ニ
対
シ
百
分
ノ
壱
割
三
歩
、

則
チ
十
円
ニ
附
一
円
三
銭
宛
置
金
、
餌
代
ハ
其
都
度
々
漁
高
之
内
ヨ
リ
置

金
之
事
、
総
テ
之
仕
入
金
ニ
対
シ
百
分
ノ
七
、
則
チ
十
円
ニ
附
七
十
銭
宛

置
金
、
是
ハ
市
場
主
ノ
利
益
金
タ
ル
コ
ト
、
漁
夫
都
合
ア
ツ
テ
市
場
主
ヲ

替
ル
時
ハ
、
船
舶
其
他
漁
具
ニ
対
シ
貸
金
完
納
ニ
不
被
至
節
ハ
、
現
金
払

済
ノ
上
他
之
営
業
者
江
引
渡
ス
申
合
之
事

　

須
佐
浦
も
江
崎
浦
同
様
に
、
漁
獲
物
糶
売
高
に
対
す
る
引
去
額
の
割
合
が
高

く
、
そ
の
中
で
も
仕
入
関
係
の
比
重
が
大
き
い
。
そ
の
内
訳
は
、
漁
船
・
船
道

具
の
仕
入
に
対
す
る
置
金
が
六
％
、漁
具
・
臨
時
貸
渡
に
対
す
る
置
金
が
一
三
％

で
あ
っ
た
。
臨
時
貸
に
関
す
る
記
載
は
な
い
が
、
置
金
の
比
重
の
高
さ
か
ら
見

て
、
越
年
米
を
含
む
飯
米
貸
付
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
市
場

主
利
益
金
と
し
て
設
定
さ
れ
る
七
％
の
置
金
は
、江
崎
浦
に
お
け
る
「
口
銭
（
税

金
や
問
屋
収
益
を
含
む
）」
と
同
じ
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
総
額
は
糶
売

高
の
二
六
％
を
占
め
る
。
江
崎
浦
よ
り
は
少
な
い
が
、
別
に
餌
代
の
仕
入
に
対

す
る
引
当
て
を
そ
の
都
度
徴
収
す
る
と
あ
る
か
ら
、
実
態
は
江
崎
浦
に
近
い
比

率
だ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
残
念
な
が
ら
江
崎
浦
ほ
ど
詳
細
な
記
載
が
な
く
そ

れ
以
上
は
分
か
ら
な
い
が
、
須
佐
浦
に
お
い
て
も
、
江
崎
浦
と
同
等
の
魚
問
屋

仕
入
制
度
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

こ
の
他
、
須
佐
浦
の
調
書
で
注
目
す
べ
き
点
は
、
近
世
期
の
貢
租
負
担
に
関

す
る
記
述
で
あ
る
。
例
え
ば
、「
旧
藩
ハ
税
金
ヲ
海
上
石
ト
言
、
一
年
末
ニ
上

リ
高
壱
歩
宛
上
納
之
事
」
と
い
う
記
述
は
、
領
主
で
あ
っ
た
須
佐
益
田
家
に
上

納
す
る
海
上
石
に
対
す
る
年
貢
（
浦
立
銀
）
と
し
て
、
一
年
間
の
魚
糶
売
高
の

一
％
を
充
て
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
給
領
主
の
浦
方
に
対
す
る
課
税
の

実
態
は
不
明
な
点
も
多
い
の
だ
が
、
須
佐
浦
で
は
魚
市
場
で
の
糶
売
高
の
一
定

割
合
を
徴
収
し
て
上
納
に
充
て
る
と
い
う
、
江
崎
浦
に
類
似
し
た
徴
租
法
が
取
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ら
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
須
佐
浦
で
も
ま
た
、
魚
問
屋
・
魚
市
場
が

枢
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　

ま
た
、「
旧
領
主
益
田
家
ヨ
リ
年
々
長
時
化
之
節
ハ
救
助
米
ヲ
借
受
ケ
漁
人

江
貸
渡
、
漁
高
ヲ
以
上
納
之
事
、
漁
人
ヨ
リ
別
ニ
上
納
ス
ル
廉
ナ
シ
、
就
テ
ハ

戦
事
若
ク
ハ
事
変
ニ
際
シ
候
節
ハ
、
御
用
船
被
申
附
候
事
」
と
い
う
記
述
は
、

益
田
家
の
漁
民
救
恤
策
の
一
端
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
漁
人
救
助
米
も

漁
高
（
魚
糶
売
高
）
の
一
部
を
充
て
て
返
納
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
戦
事
や
事

変
に
際
し
て
の
御
用
船
と
は
、
益
田
家
に
対
す
る
舸
子
役
・
船
役
の
存
在
を
示

し
て
い
る
。

③
宇
田
浦

　

藩
政
期
中
は
奥
阿
武
郡
宰
判
に
属
し
、
蔵
入
地
だ
っ
た
浦
で
あ
る
。
こ
の

浦
に
は
金
子
丈
七
お
よ
び
金
子
秀
蔵
の
二
軒
の
魚
市
場
が
存
在
し
て
い
た
が
、

各
々
が
別
々
に
調
書
を
提
出
し
て
お
り
、
一
体
感
が
希
薄
で
あ
る
。
金
子
丈
七

の
市
場
の
方
は
、
明
和
四
年
（
一
七
六
七
）
十
月
創
設
で
歴
史
が
古
い
の
に
対

し
、
金
子
秀
蔵
市
場
の
方
は
創
設
年
不
明
で
あ
り
、
来
歴
の
違
い
が
別
々
の
調

書
提
出
に
つ
な
が
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

　

金
子
丈
七
の
魚
市
場
の
口
銭
は
五
％
で
あ
り
、
近
世
期
中
か
ら
冬
漁
・
夏
大

敷
・
夏
釣
漁
・
秋
鰍
漁
の
魚
糶
は
こ
の
割
合
で
口
銭
徴
収
す
る
取
り
決
め
で
あ
っ

た
よ
う
だ
。
こ
こ
か
ら
三
％
の
市
場
税
を
県
に
納
付
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
問

屋
の
手
元
に
は
二
％
し
か
残
ら
な
い
。
阿
武
・
見
島
郡
の
中
で
は
少
な
い
口
銭

額
で
あ
る
。
一
方
、
金
子
秀
蔵
の
魚
市
場
の
方
は
、
口
銭
を
一
〇
％
と
設
定
し
、

こ
の
内
か
ら
税
金
を
上
納
し
て
い
る
。
同
一
浦
の
魚
市
場
で
、
こ
れ
だ
け
口
銭

比
率
に
差
が
あ
る
の
は
考
え
に
く
い
た
め
、
金
子
丈
七
市
場
で
は
、
実
際
に
は

市
場
税
を
別
に
徴
収
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

　

両
市
場
に
共
通
す
る
の
が
、
仕
入
の
存
在
と
そ
の
引
当
と
な
る
「（
預
）
置

金
」
の
徴
収
で
あ
る
。
金
子
丈
七
市
場
の
調
書
に
は
、「
漁
高
壱
割
已
上
弐
割

已
下
、
仕
入
江
対
シ
預
ケ
置
金
ヲ
設
ケ
」
と
あ
り
、
一
〇
～
二
〇
％
を
仕
入
に

対
す
る
置
金
と
し
て
徴
収
し
て
い
た
。
金
子
秀
蔵
市
場
に
も
同
様
の
記
載
が
見

え
る
。
た
だ
し
、
江
崎
や
須
佐
の
よ
う
に
具
体
的
に
ど
の
様
な
仕
入
を
行
っ
て

い
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
金
子
丈
七
市
場
で
は
、
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
七

月
の
宇
田
浦
漁
人
惣
代
橋
本
辰
蔵
外
五
名
願
書
に
「
当
浦
金
子
丈
七
殿
方
ニ
於

テ
漁
道
具
其
外
諸
仕
入
々
費
借
用
仕
無
怠
漁
業
仕
候
」
と
あ
り
、
ま
た
、「
置

金
帳
」
と
は
別
に
「
餌
代
其
外
一
時
貸
帳
」
も
見
え
る
か
ら
、
漁
道
具
・
餌
代

の
仕
入
が
あ
っ
た
の
は
確
か
で
あ
る
。
先
に
見
た
両
市
場
の
口
銭
に
加
え
て
、

仕
入
に
対
す
る
置
金
と
し
て
最
大
の
二
〇
％
を
徴
収
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
ほ

ぼ
須
佐
浦
や
江
崎
浦
と
同
水
準
に
な
る
か
ら
、
宇
田
浦
で
も
同
様
の
魚
問
屋
仕

入
制
度
が
存
在
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。

　

宇
田
浦
は
、
明
治
二
年
の
洪
水
に
被
災
し
、
そ
れ
以
前
の
史
料
の
多
く
が
失

わ
れ
た
ら
し
く
、
旧
藩
時
の
慣
行
が
ほ
と
ん
ど
記
載
さ
れ
て
い
な
い
点
が
悔
や

ま
れ
る
。

④
浜
崎
浦

　

浜
崎
浦
は
、
城
下
町
で
あ
っ
た
萩
の
外
港
で
あ
り
、
旧
藩
時
に
は
、
萩
近
郊

の
浦
島
を
中
心
に
設
置
さ
れ
た
浜
崎
宰
判
の
勘
場（
御
船
倉
）所
在
地
で
も
あ
っ

た
。
漁
村
と
い
う
よ
り
は
、
浜
崎
町
の
一
角
に
あ
っ
た
漁
師
町
と
い
っ
た
と
ら

三
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え
方
が
ふ
さ
わ
し
い
。
こ
の
地
の
魚
市
場
は
、
城
下
町
萩
に
魚
菜
を
供
給
す
る

都
市
的
市
場
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

浜
崎
浦
魚
市
場
は
、
享
保
年
間
よ
り
も
遙
か
以
前
よ
り
存
在
し
て
い
た
と
さ

れ
、
そ
の
歴
史
は
近
世
初
期
に
ま
で
遡
る
と
推
定
さ
れ
る
。
往
古
は
、
魚
問
屋

と
称
す
る
営
業
者
が
六
～
七
〇
名
も
存
在
し
て
い
た
よ
う
だ
が
、
慶
応
年
間
に

浜
崎
御
船
倉
役
所
の
命
で
魚
問
屋
株
が
三
二
名
に
限
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
一

種
の
株
仲
間
組
織
に
な
っ
た
（
運
上
銀
額
な
ど
は
不
明
）。
と
こ
ろ
が
そ
の
後
、

維
新
後
の
変
革
で
株
仲
間
特
権
が
廃
止
さ
れ
た
た
め
か
、
明
治
十
九
年
当
時
に

は
魚
問
屋
の
数
は
八
～
九
名
に
減
少
し
て
い
た
。

　

浜
崎
浦
魚
問
屋
と
漁
民
の
間
の
契
約
で
は
、
口
銭
額
が
魚
類
売
上
高
金
の
一

二
％
と
定
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
一
二
％
か
ら
「
市
場
税
・
中
使
給
・
魚
商
人

ヘ
立
戻
シ
金
且
市
場
費
用
金
・
問
屋
営
業
者
ノ
手
数
料
等
悉
皆
支
払
」
と
あ
る

が
、
こ
の
費
目
は
明
治
六
年
「
魚
糶
場
規
則
」
の
規
定
（
前
掲
・
表
１
）
と
ほ

ぼ
符
合
す
る
。
し
か
し
、「
魚
糶
場
規
則
」
の
公
定
の
口
銭
額
が
一
〇
％
だ
っ

た
点
や
、
こ
の
明
治
十
九
年
当
時
に
は
市
場
税
が
〇
・
五
％
減
額
さ
れ
て
い
た

こ
と
、
な
ど
を
考
え
る
と
、
一
二
％
の
口
銭
は
や
や
高
過
ぎ
る
よ
う
に
も
感
じ

ら
れ
る
。

　

一
方
、
浜
崎
浦
魚
問
屋
が
仕
入
（
仕
込
）
を
行
っ
て
い
た
こ
と
は
「
豫
テ
近

浦
ノ
漁
人
ヘ
船
業
道
具
等
ノ
仕
込
ヲ
為
シ
漁
業
為
致
候
ニ
付
、
彼
等
取
得
タ
ル

魚
類
ヲ
必
ズ
当
市
場
ニ
持
来
リ
、
其
仕
込
タ
ル
問
屋
ニ
於
テ
魚
類
売
捌
」
と
あ

る
こ
と
か
ら
確
実
で
あ
る
。
こ
の
際
、
魚
問
屋
は
漁
人
か
ら
委
任
状
を
取
っ
て

契
約
し
た
が
、
そ
の
雛
形
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　

委
任
状

　
　

 

拙
者
義
今
般
漁
業
相
始
度
候
ニ
付
、
御
仕
込
方
之
義
及
御
相
談
ニ
候
所
、

御
聞
入
之
上
漁
舟
業
道
具
等
御
仕
込
被
成
下
難
有
仕
合
奉
存
候
事
、
然
ル

上
ハ
取
得
之
魚
類
売
捌
方
永
代
委
任
致
義
相
違
無
之
候
、
依
テ
為
後
年
一

札
進
置
申
所
委
任
状
如
件

　
　
　

年
月
日　
　
　
　
　
　
　

何
ノ
誰　

印

　
　
　
　

何
ノ
誰
殿

　

こ
う
し
た
契
約
を
交
わ
せ
ば
、
魚
問
屋
か
ら
漁
船
や
漁
道
具
な
ど
の
仕
入
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
、浜
崎
魚
市
場
で
の
魚
糶
売
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

た
だ
、
こ
う
し
た
仕
入
を
ど
の
様
に
償
還
さ
せ
た
か
に
つ
い
て
は
、
先
の
口
銭

一
二
％
に
含
ま
れ
る
の
か
、
あ
る
い
は
別
に
徴
収
す
る
の
か
、
定
か
で
は
な
い
。

先
述
の
須
佐
浦
や
江
崎
浦
の
事
例
と
比
較
す
る
と
、
漁
船
・
漁
道
具
の
仕
入
に

対
す
る
引
当
が
一
〇
％
を
下
る
と
は
考
え
に
く
い
か
ら
、
別
に
徴
収
し
た
と
見

る
の
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
。

　

浜
崎
浦
魚
市
場
に
関
し
て
注
目
す
べ
き
点
は
、「
近
浦
ノ
漁
人
」
に
仕
込
を

為
す
と
い
う
部
分
で
あ
る
。
実
は
「
魚
市
場
慣
行
調
」
に
は
、
か
つ
て
の
浜
崎

宰
判
に
含
ま
れ
て
い
た
浦
方
で
あ
る
三
見
・
玉
江
・
鶴
江
・
小
畑
・
越
ヶ
浜
・

大
井
の
六
ヶ
浦
の
魚
市
場
が
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
地
域
最
大
の
漁
獲
物

販
売
市
場
が
萩
城
下
町
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
六
ヶ
浦
の
漁
人
は

浜
崎
魚
市
場
を
利
用
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
浜
崎
浦
魚
問
屋
は
、
仕
入
を

通
じ
て
萩
近
隣
の
六
ヶ
浦
の
漁
獲
物
を
集
荷
す
る
体
制
を
構
築
し
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
浜
崎
浦
魚
問
屋
は
都
市
商
人
的
性
格
が
濃
厚

三
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で
、
江
崎
浦
の
引
船
問
屋
な
ど
と
は
性
格
が
異
な
る
が
、
仕
入
を
通
じ
て
魚
市

場
と
流
通
を
支
配
す
る
原
理
に
は
共
通
す
る
も
の
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。

 

（
二
）
大
津
郡
お
よ
び
豊
浦
郡

　

引
続
き
日
本
海
地
域
の
魚
市
場
に
つ
い
て
見
て
い
く
が
、
残
る
二
つ
の
郡
で

あ
る
大
津
郡
お
よ
び
豊
浦
郡
は
、
阿
武
・
見
島
郡
に
比
べ
て
調
書
の
記
載
が
極

め
て
簡
略
で
あ
る
。
特
に
仕
入
に
関
す
る
詳
細
や
、
旧
藩
時
代
の
慣
行
に
つ
い

て
記
述
に
乏
し
い
の
は
、本
稿
の
目
的
か
ら
し
て
実
に
残
念
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

「
魚
市
場
慣
行
調
」
の
よ
う
な
差
出
形
式
の
調
査
で
は
よ
く
見
ら
れ
る
こ
と
で
、

介
在
す
る
郡
役
所
の
指
導
に
濃
淡
が
あ
り
、
郡
に
よ
っ
て
記
述
に
精
粗
の
差
が

生
じ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

そ
う
し
た
中
、
乏
し
い
記
述
な
が
ら
も
注
目
す
べ
き
魚
市
場
も
存
在
す
る
。

大
津
郡
瀬
戸
崎
浦
、
豊
浦
郡
和
久
浦
・
矢
玉
浦
が
そ
れ
で
あ
る
。

①
大
津
郡
瀬
戸
崎
浦
仙
崎

　

前
大
津
宰
判
に
属
し
た
瀬
戸
崎
浦
は
、
北
浦
捕
鯨
の
根
拠
地
の
一
つ
で
も
あ

り
、
港
町
と
し
て
も
栄
え
た
大
津
郡
の
中
心
的
浦
方
で
あ
っ
た
。
そ
の
歴
史
は

古
い
と
思
わ
れ
る
瀬
戸
崎
浦
魚
市
場
で
あ
る
が
、
調
書
に
は
不
詳
と
あ
る
の
み

で
、
仕
入
の
存
在
と
口
銭
規
定
が
わ
ず
か
に
判
明
す
る
の
み
で
あ
る
。

　

旧
藩
時
の
慣
行
と
し
て
は
、「
漁
業
者
捕
獲
の
魚
類
買
上
け
高
五
分
之
口
銭

を
魚
問
屋
へ
引
去
り
漁
人
え
可
相
渡
、
尤
漁
具
船
等
は
魚
問
屋
よ
り
仕
調
相
渡

来
候
慣
行
に
御
座
候
也
」
と
の
記
載
が
あ
る
。
ま
た
明
治
十
九
年
当
時
の
魚
市

場
と
漁
民
の
関
係
に
つ
い
て
は
、「
市
場
主
ヨ
リ
漁
具
・
船
等
ヲ
漁
人
ヘ
仕
調

渡
シ
営
業
為
致
、
捕
獲
ノ
魚
類
等
市
場
主
ニ
於
テ
売
捌
キ
、
金
高
五
歩
口
銭
ヲ

市
場
主
ヘ
引
去
リ
、
漁
人
ヘ
可
相
渡
申
合
ニ
有
之
候
」
と
あ
る
。
両
者
の
内
容

は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
り
、
瀬
戸
崎
浦
で
は
、
近
世
以
来
明
治
十
九
年
当
時
に
至
る

ま
で
、
口
銭
額
は
五
％
、
別
に
漁
具
・
漁
船
の
仕
入
も
魚
問
屋
が
行
っ
て
い
た
、

と
い
う
事
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
の
詳
細
は
分
か
ら
な
い
。
漁
船
の
仕
入
ま
で
行

う
と
い
う
点
は
、
先
述
し
た
阿
武
見
島
郡
諸
浦
と
同
様
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で

は
大
津
郡
に
も
類
似
し
た
魚
問
屋
仕
入
制
度
が
存
在
し
て
い
た
可
能
性
を
指
摘

し
て
お
き
た
い
。

②
豊
浦
郡
和
久
浦

　

和
久
浦
は
先
大
津
宰
判
に
属
す
萩
本
藩
の
蔵
入
地
で
あ
っ
た
。
同
地
の
魚
市

場
の
沿
革
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　

 

曩
ク
寛
永
三
丙
寅
年
よ
り
同
五
辰
ノ
年
迄
、
和
久
浦
惣
中
飢
及
候
間
、
宗

像
太
郎
左
衛
門
取
救
、
且
又
承
応
元
壬
辰
年
迄
和
久
浦
魚
人
江
追
々
米
金

取
替
貸
付
等
有
之
、
既
ニ
山
高
ニ
相
成
、
弁
償
之
手
段
無
之
就
漁
人
夫
々

協
儀
ヲ
遂
ケ
曵
船
株
ト
シ
、
取
揚
ケ
高
ヨ
リ
壱
割
弐
歩
之
口
銭
、
就
中
右

漁
人
難
渋
ニ
付
壱
割
、
後
年
数
隔
ニ
付
依
歎
七
歩
口
銭
、
明
治
三
年
迄
曵

船
株
ト
シ
、
右
漁
人
不
和
之
旨
趣
有
之
、
篤
ト
説
諭
仕
縁
共
不
憐
終
ニ
株

取
上
ケ
候
事

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
和
久
浦
の
魚
市
場
の
創
設
者
は
宗
像
太
郎
左
衛
門
で
あ
っ

た
と
さ
れ
る
。
寛
永
三
～
五
年
（
一
六
二
六
～
二
八
）
に
か
け
て
の
飢
饉
の
際

に
は
、
宗
像
が
浦
方
の
取
救
い
を
実
施
す
る
な
ど
、
和
久
浦
の
有
力
者
で
あ
っ

た
。
宗
像
は
承
応
元
年
（
一
六
五
二
）
ま
で
和
久
浦
漁
人
に
米
金
を
貸
し
付
け

て
い
た
が
、
結
局
返
済
不
能
と
な
っ
た
た
め
、
漁
人
中
が
協
議
し
て
宗
像
を
問
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屋
と
す
る
曵
船
株
を
創
設
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
場
合
の
曵
船
株
と
は
、

漁
人
中
が
魚
問
屋
で
あ
る
宗
像
家
の
曵
船
と
な
っ
て
そ
の
仕
入
を
受
け
、
宗
像

の
魚
市
場
で
の
み
漁
獲
物
を
販
売
す
る
体
制
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
曵
船

制
度
で
は
、
当
初
、
魚
糶
高
の
一
二
％
を
口
銭
と
し
て
徴
収
し
て
い
た
が
、
そ

の
後
、
漁
民
の
困
窮
に
よ
り
一
〇
％
に
引
き
下
げ
ら
れ
、
最
終
的
に
は
七
％
に

な
っ
て
明
治
三
年
に
至
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）、
魚
問

屋
宗
像
家
と
漁
民
と
の
間
に
不
和
が
生
じ
た
た
め
、
曵
船
株
は
廃
止
と
な
り
、

明
治
六
年
に
魚
問
屋
と
し
て
改
め
て
免
許
鑑
札
を
受
け
て
い
る
。

　

こ
れ
以
上
の
詳
細
は
、
調
書
に
記
載
が
な
く
不
明
で
は
あ
る
が
、
和
久
浦
で

も
、
江
崎
浦
同
様
の
引
船
問
屋
制
度
が
、
や
は
り
近
世
初
期
に
成
立
し
て
い
た

こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

③
豊
浦
郡
矢
玉
浦

　

和
久
浦
と
よ
く
似
た
経
緯
で
引
船
制
度
が
成
立
し
た
の
が
、
支
藩
の
長
府
藩

領
に
属
す
矢
玉
浦
で
あ
る
。
そ
の
沿
革
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　

 

曩
ニ
重
岡
与
六
・
内
田
猛
四
郎
・
岡
部
清
七
郎
よ
り
矢
玉
浦
漁
人
ヘ
追
々

米
金
取
替
貸
渡
等
有
之
、
漸
々
山
高
ニ
相
成
弁
償
手
段
無
之
ニ
依
リ
、
漁

人
夫
々
協
議
ヲ
遂
ケ
、
曳
船
株
ト
シ
テ
右
三
名
之
所
有
ト
ス
、
天
明
二
年

虎
之
年
魚
問
屋
株
并
ニ
魚
市
場
願
出
許
可
ヲ
得
ル

　

重
岡
・
内
田
・
岡
部
は
矢
玉
浦
の
有
力
者
で
あ
る
。
中
で
も
内
田
家
は
、

庄
屋
を
勤
め
る
傍
ら
、
村
屋
の
屋
号
で
漁
業
や
商
売
を
営
む
商
人
で
も
あ
っ

た（
14
）。
矢
玉
浦
の
漁
民
の
場
合
も
、
こ
の
三
名
か
ら
貸
与
さ
れ
た
米
金
返
済

が
不
能
と
な
り
、
漁
民
ら
が
協
議
し
て
三
名
を
問
屋
と
す
る
曵
船
株
が
創
始
さ

れ
、
そ
の
支
配
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
長
府
藩
の
免
許
を
得
た
の
が
天
明

二
年
（
一
七
八
二
）
だ
っ
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

矢
玉
浦
魚
市
場
の
明
治
十
九
年
段
階
の
口
銭
額
は
五
・
五
％
、
別
に
三
％
の

市
場
税
を
徴
収
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
口
銭
の
内
の
十
分
の
一
は

貯
蓄
に
充
て
ら
れ
て
い
た
。

　

和
久
浦
の
場
合
も
、
矢
玉
浦
の
場
合
も
、
江
崎
浦
ほ
ど
詳
細
に
引
船
制
度
の

内
実
を
う
か
が
う
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
仕
入
に
関
す
る
記
載
も
見
当
た
ら
な

い
。
し
か
し
、
そ
の
制
度
は
江
崎
浦
の
事
例
に
お
お
む
ね
類
似
し
た
も
の
で
は

な
か
っ
た
か
と
推
測
さ
れ
る
。
大
正
四
年
（
一
九
一
五
）
に
ま
と
め
ら
れ
た
楠

美
一
陽
『
山
口
県
豊
浦
郡
水
産
史
』（15
）

で
は
、
引
船
制
度
を
豊
浦
郡
漁
業
の

特
徴
と
し
て
見
出
し
て
お
り
、
本
来
は
も
っ
と
広
範
囲
に
存
在
し
て
い
た
こ
と

が
示
唆
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
今
回
、
た
っ
た
二
箇
所
し
か
引
船
制
度
を
検
出
で

き
な
か
っ
た
の
は
つ
く
づ
く
残
念
で
あ
る
。

④
豊
浦
郡
阿
川
浦

　

阿
川
浦
は
萩
藩
先
大
津
宰
判
に
属
し
、
一
門
の
阿
川
毛
利
氏
の
居
館
所
在
地

で
あ
る
。
こ
の
地
に
は
、
お
そ
ら
く
近
世
期
に
は
魚
問
屋
が
存
在
し
て
い
た
と

思
わ
れ
る
が
、
調
書
で
は
そ
の
創
設
を
明
治
十
三
年
（
一
八
八
〇
）
十
一
月
と

し
、県
政
下
で
免
許
鑑
札
を
交
付
さ
れ
た
時
点
以
降
の
記
載
し
か
な
い
。
た
だ
、

豊
浦
郡
で
は
珍
し
く
仕
入
制
に
関
し
て
以
下
の
記
述
が
あ
る
の
で
紹
介
し
て
お

く
。

　
　

 

市
場
曵
立
ノ
基
礎
タ
ル
漁
人
ヘ
漁
具
資
金
ト
シ
テ
年
々
三
・
七
月
両
度
一

漁
舟
ニ
金
五
円
宛
ヲ
貸
与
ス
ル
ヲ
例
ト
ス
、
且
又
非
常
遭
難
之
際
カ
若
ハ
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新
規
造
船
シ
テ
代
価
差
閊
ノ
ト
キ
ハ
、
其
時
々
現
金
若
干
ヲ
貸
与
ス
ル

　

阿
川
浦
で
は
、
漁
具
資
金
は
一
定
額
・
定
期
的
に
貸
与
し
、
遭
難
な
ど
の
非

常
時
や
漁
船
新
造
の
際
の
資
金
不
足
な
ど
に
対
し
て
は
、
適
宜
、
仕
入
を
行
っ

て
い
た
模
様
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
仕
入
金
を
ど
の
様
に
償
還
す
る
か
に
つ

い
て
の
記
述
は
な
い
。

 

（
三
）
日
本
海
地
域
の
魚
問
屋
の
特
徴
（
小
括
）

　

以
上
、阿
武
見
島
郡
、大
津
郡
、豊
浦
郡
の
日
本
海
沿
岸
地
域
に
つ
い
て
、「
魚

市
場
慣
行
調
」
の
調
書
を
も
と
に
そ
の
内
容
を
取
り
上
げ
て
み
た
。
大
津
郡
・

豊
浦
郡
に
つ
い
て
は
、
記
載
内
容
が
乏
し
く
、
た
っ
た
数
箇
所
の
魚
市
場
の
事

例
か
ら
、
そ
の
特
徴
を
ま
と
め
る
の
は
非
常
に
難
し
い
。
た
だ
、
調
書
の
内
容

が
豊
富
な
阿
武
見
島
郡
の
事
例
と
あ
わ
せ
て
見
た
時
に
、
日
本
海
地
域
の
魚
問

屋
・
魚
市
場
に
関
し
て
、
あ
る
程
度
の
傾
向
は
以
下
の
よ
う
に
指
摘
で
き
る
と

思
わ
れ
る
。

　

日
本
海
地
域
に
は
、
魚
問
屋
と
漁
民
の
関
係
が
緊
密
な
魚
問
屋
仕
入
制
度
が

広
く
存
在
し
て
い
た
。
そ
の
代
表
が
江
崎
浦
の
引
船
制
度
で
あ
る
が
、
同
様
の

制
度
は
豊
浦
郡
で
も
検
出
さ
れ
、
こ
の
海
域
に
広
範
に
存
在
し
て
い
た
可
能
性

を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、「
引
船
」
と
い
う
名
称
は
用
い
ら
れ
な
い
が
、
阿
武

見
島
郡
諸
浦
や
瀬
戸
崎
浦
で
も
、
そ
れ
に
か
な
り
酷
似
し
た
魚
問
屋
仕
入
制
度

が
確
認
で
き
た
。

　

こ
う
し
た
魚
問
屋
と
漁
民
の
関
係
を
規
定
す
る
の
が
、
全
面
的
な
仕
入
の
存

在
で
あ
っ
た
。
仕
入
に
関
す
る
記
載
の
見
え
る
魚
市
場
で
は
、越
年
米（
飯
米
）、

漁
具
、
釣
餌
だ
け
で
な
く
、
漁
船
建
造
費
ま
で
仕
入
れ
し
て
お
り
、
こ
れ
が
ま

さ
に
「
親
方
・
子
方
」
と
形
容
さ
れ
る
強
固
な
関
係
の
源
で
も
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
強
固
な
関
係
は
、
別
の
見
方
を
す
れ
ば
、
漁
民
の
魚
問
屋
仕
入
に

対
す
る
依
存
度
が
高
い
、
あ
る
い
は
漁
民
の
自
立
度
が
低
い
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
こ
れ
は
、
魚
市
場
や
販
路
が
乏
し
い
日
本
海
地
域
ゆ
え
の
特
徴
と
考
え
ら

れ
る
が
、
そ
れ
は
瀬
戸
内
海
地
域
の
魚
市
場
の
状
況
と
比
較
す
る
事
で
、
よ
り

鮮
明
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

最
後
に
、
強
固
で
あ
っ
た
魚
問
屋
と
漁
民
の
関
係
が
、
時
代
と
と
も
に
揺
ら

ぎ
つ
つ
あ
っ
た
点
も
指
摘
し
て
お
く
。
例
え
ば
、
豊
浦
郡
和
久
浦
で
は
、
明
治

三
年
（
一
八
七
〇
）
に
魚
問
屋
宗
像
家
と
漁
民
と
の
間
に
不
和
が
生
じ
、
曵
船

株
が
廃
止
に
追
い
込
ま
れ
て
い
る
。
詳
し
い
事
情
は
不
明
で
あ
る
が
、
漁
民
の

成
長
や
自
立
に
よ
っ
て
、
浦
方
内
部
で
引
船
問
屋
制
度
が
次
第
に
桎
梏
と
化
し

つ
つ
あ
っ
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、
引
船
制
度
が
も
っ
と
も
強
固
に
存

在
し
て
い
た
江
崎
浦
で
も
、「
御
一
新
後
者
行
形
に
し
て
世
話
仕
候
得
共
、
浦

人
共
勝
手
ニ
異
国
・
他
県
江
入
漁
仕
候
ニ
付
、
市
場
主
迷
惑
不
尠
」
と
指
摘
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
漁
民
が
魚
問
屋
の
仕
入
支
配
を
脱
し
て
異
国
（
お
そ
ら

く
韓
海
）・
他
県
（
お
そ
ら
く
長
崎
県
対
馬
な
ど
）
へ
盛
ん
に
出
漁
す
る
よ
う

に
な
り
、
引
船
制
度
が
動
揺
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
う
し
た

魚
問
屋
・
魚
市
場
か
ら
の
漁
民
の
自
立
の
動
き
は
、
日
本
海
地
域
で
は
未
だ
限

定
的
で
あ
っ
た
が
、
瀬
戸
内
海
地
域
で
は
ど
う
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ

も
引
続
き
瀬
戸
内
海
地
域
の
魚
市
場
を
見
て
い
く
上
で
、
一
つ
の
ポ
イ
ン
ト
と

な
る
で
あ
ろ
う
。

三
七



※
本
論
文
の
後
半
で
は
、
瀬
戸
内
海
地
域
の
魚
市
場
に
関
す
る
分
析
と
海
域
間

の
比
較
を
行
う
が
、こ
の
後
半
部
分
は
都
合
に
よ
り
次
号
に
掲
載
予
定
で
あ
る
。

【
付
記
】
本
稿
は
平
成
二
二
～
二
四
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
・
基
盤
研
究
（
Ｃ
）

「
仕
入
と
魚
市
場
を
指
標
に
見
る
近
世
漁
村
の
内
部
構
造
と
地
域
類
型
に
関
す

る
研
究
」（
研
究
代
表
者
・
木
部
和
昭
、
課
題
番
号
二
二
五
二
〇
六
七
四
）
の

研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

註（
１
）
魚
問
屋
仕
入
制
度
に
関
す
る
研
究
史
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
厚
狭
郡
埴

生
浦
に
お
け
る
魚
糶
場
と
仕
入
～
長
門
国
瀬
戸
内
海
沿
岸
地
域
に
お
け
る

魚
市
場
の
一
形
態
～
」(

『
や
ま
ぐ
ち
学
の
構
築
』
第
八
号
、二
〇
一
二
年
）

を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
２
）
拙
稿
「
長
門
北
浦
「
引
船
制
度
」
に
関
す
る
覚
書
」(
『
や
ま
ぐ
ち
学

の
構
築
』
創
刊
号
、
二
〇
〇
五
年
）
お
よ
び
『
山
口
県
史
・
史
料
編
・
近

世
４
』
解
説
（
山
口
県
、
二
〇
〇
八
年
）。

（
３
）
前
掲
拙
稿
「
厚
狭
郡
埴
生
浦
に
お
け
る
魚
糶
場
と
仕
入
」。

（
４
）
山
口
県
庁
文
書
・
戦
前
Ａ
農
業
五
一
〇
「
明
治
十
九
年
魚
市
場
慣
行
調

　

雑
務
掛
」（
山
口
県
文
書
館
所
蔵
）。
以
下
、本
稿
で
引
用
す
る
史
料
は
、

特
に
注
記
し
な
い
も
の
は
、
全
て
こ
れ
に
拠
る
。

（
５
）「
魚
市
場
慣
行
調
」
に
は
、
美
祢
郡
諸
村
や
吉
敷
郡
山
口
町
な
ど
、
内

陸
部
の
魚
市
場
か
ら
の
調
書
も
含
ま
れ
る
が
、
本
稿
の
問
題
関
心
の
所
在

が
漁
村
の
内
部
構
造
解
明
に
あ
る
た
め
、
こ
れ
ら
内
陸
部
の
魚
市
場
に
つ

い
て
は
分
析
を
割
愛
し
た
。

（
６
）「
魚
問
屋
慣
行
調
」
の
内
、
玖
珂
郡
柳
井
津
町
魚
市
場
（
仲
坂
屋
）
及

び
阿
武
見
島
郡
宇
田
浦
魚
市
場
（
金
子
丈
七
）
に
収
録
さ
れ
た
布
達
を
参

照
し
た
。

（
７
）「
魚
問
屋
慣
行
調
」
の
内
、
阿
武
見
島
郡
宇
田
浦
魚
市
場
（
金
子
丈
七
）

の
調
書
に
収
録
。

（
８
）
小
野
家
文
書
は
か
つ
て
は
個
人
蔵
で
あ
っ
た
が
、
現
在
は
山
口
県
文
書

館
に
諸
家
文
書
と
し
て
所
蔵
・
公
開
さ
れ
て
い
る
。

（
９
）
前
掲
注
（
二
）
拙
稿
参
照
。

（
10
）
江
崎
村
の
調
書
は
、
明
治
十
九
年
三
月
十
二
日
に
小
野
七
兵
衛
が
作
成

し
た
も
の
で
、
当
時
の
市
場
所
有
主
総
代
人
で
あ
っ
た
宮
内
五
郎
右
衛
門

名
義
で
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（
小
野
家
文
書
四
九
六
「
魚
市
場
現
行

業
務
及
ヒ
旧
慣
等
調
査
表
控
」）。

（
11
）
拙
稿
「
益
田
家
文
書
に
見
る
浦
方
制
度
～
益
田
家
給
領
と
周
辺
諸
浦
の

漁
場
争
論
を
中
心
に
～
（
下
）」（『
山
口
経
済
学
雑
誌
』
第
五
六
巻
一
号
、

二
〇
〇
七
年
）。

（
12
）
前
掲
拙
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
費
目
を
「
漁
民
個
人
の
漁
業
収
益
」
と
見

な
し
て
い
た
が
、
正
し
く
は
仕
入
の
引
当
で
あ
っ
た
。
訂
正
し
て
お
き
た

い
。

（
13
）
伊
藤
彰
「
長
門
江
崎
浦
中
野
清
巳
談
話
（
一
）（
二
）」（
梅
光
女
学
院

大
学
『
地
域
文
化
研
究
』
一
三
・
一
四
、
一
九
九
八
・
九
九
年
）。

三
八



（
14
）
内
田
家
文
書
（
下
関
市
立
豊
北
町
歴
史
民
俗
資
料
館
所
蔵
）。
断
片
的

な
が
ら
、
小
野
家
と
並
ん
で
引
船
制
度
に
関
す
る
史
料
を
数
多
く
含
む
。

（
15
）
一
九
八
〇
年
に
マ
ツ
ノ
書
店
よ
り
復
刻
。

三
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別表１　明治19年「魚市場慣行調」阿武・見島郡摘要

郡 所在地 市場主・総代人 創設年月
口銭（魚売
上高に対す
る引去額）

口銭内訳 仕入の有無 明治17年分
上り高（円） その他

阿
武
郡

萩浜崎町浜崎 落合相太郎
三好育之助 享保期以前 12% 市場税・中使給・魚商人へ立戻し金・市場

費用金・問屋営業者ノ手数料等に充当 仕入れと漁獲物販売に関する委任状あり 26530.712  近隣諸浦の漁人とも仕入によって契約関係構築

奈古村浜崎 林作次郎
松浦利八 明治16年5月 記載なし 3%の税金上納のみ記載あり 記載なし 648.740  漁人が市場で自分糶売りを行う

宇田村字浦 金子丈七 明和4年10月 5% 市場税3%は別に徴収か？ 仕入れに対し口銭とは別に１～２割の置金を取る。「置金帳」とは別
に「餌代其外一時貸帳」もあり。 1354.941  木与浦・惣郷村尾無浦の漁人とも契約

宇田村字浦 金子秀蔵 不明 10% 市場税3%を含む 仕入れに対し口銭とは別に１～２割の置金を取る 978.966 

須佐村 大谷千九郎
内田栄助 享保元年 26%

6%漁船・船具仕入に対する引当、13%漁具・
臨時費貸金仕入に対する引当、7%市場主
利益その他適宜餌代仕入引当

あり。左の通り。 1829.104 

江崎村 宮内・小野・安
江など計5名 寛永期か 34%

10%越年米仕入れに対する引当、4%地下
小貫に対する引当、8%漁道具仕入に対す
る引当、5%漁船仕入れに対する引当、7%
口銭（旧藩時は海上石、明治期は市場税を
この内より上納。市場主利益を含む）

あり。左の通り。 5454.025  下田万村湊浦の魚市場も兼ねる

別表２　明治19年「魚市場慣行調」大津郡摘要

郡 所在地 市場主・総代人 創設年月
口銭（魚売
上高に対す
る引去額）

口銭内訳 仕入の有無 明治17年分
上り高（円） その他

大
津
郡

三隅下村野波瀬 宮本太吉 不詳 12% 7%税金・手数料、5%買主返し
他浦から持越は13% 記載なし 1128.101 

瀬戸崎浦仙崎 村田松蔵 不詳（近世期か） 5% 漁具・船等を魚問屋より漁人に仕入 6503.841 
日置上村黄波戸浦 河瀬忠二郎 不詳 5% 記載なし 3047.320 
蔵小田村掛渕 繁村五兵衛 明治8年1月 記載なし 記載なし 600.800 
伊上村浦 兼沢源次郎 明治15年10月 12% 3%税金、9%世話料 金銭・諸物品判取帳あり。仕入れ帳簿か？ 156.607 
津黄村津黄浦 村岡市蔵 明治16年1月 5% 記載なし 29.698 
後畑村立石浦 吉岡源治郎 明治16年1月 5% 記載なし 121.192 
向津具下村久津 津島弥五郎 明治16年6月 記載なし 記載なし 19.600  漁人が波戸場で商估に直に売渡
向津具下村大浦 登長五郎 明治16年6月 記載なし 記載なし 17年廃業 漁人と商估の間魚問屋を以売買
川尻村 天野勘作 明治15年11月 記載なし 記載なし 29.066  漁人が波戸場で商估に直に売渡

別表３　明治19年「魚市場慣行調」豊浦郡摘要

郡 所在地 市場主・総代人 創設年月
口銭（魚売
上高に対す
る引去額）

口銭内訳 仕入の有無 明治17年分
上り高（円） その他

豊
浦
郡

安岡村脇浦 村山駒治郎 明治8年3月 10% 記載なし 火災により
不明

宇賀村湯玉 山本増三郎 明治16年5月 5%～10% 魚数により一定せず 記載なし 不詳
宇賀村二見 佐々木小市 明治18年1月 5%～10% 魚数により一定せず 記載なし ナシ
小串村川端 勝虎吉 不詳 記載なし 記載なし 5601.400 
吉見下村浦 浜崎喜代之助 文久2年頃 6% 記載なし 355.729 

矢玉浦 重岡与六
内村卯吉 天明2年 5.5% 市場税3%（口銭とは別と推定）

1%は貯蓄 漁民への貸付が滞ったため、曳船株として魚市場が始まる 905.635  かつては曳船問屋の重岡与六・内田猛四郎・岡部清七郎が所有

神田上村和久浦 安本安五郎
宗像藤介 承応元年 3% 市場税3%（口銭とは別と推定）

江戸時代の口銭額は13%→10%→7％ 漁民への貸付が滞ったため、曳船株として魚市場が始まる 691.692 

阿川村浦北村 市村貞雄 明治13年11月 8% 市場税を含む。仕入れ算用は別
市場曵立の基礎たる漁人ヘ漁具資金として年々三・七月両度一漁舟
に金五円宛を貸与するを例とす、且又非常遭難之際か若は新規造船
して代価差閊のときは、其時々現金若干を貸与する

2040.691 

豊浦村宮ノ前 辻野・仙崎・泉 明治13年5月 記載なし 記載なし 171.020
粟野村浦 満畑兼吉 明治18年5月 10% 記載なし ナシ
神田下村島戸浦 大島清右衛門 明治14年7月 7.5% 市場税を含む 記載なし 813.684 

神田下村特牛浦 市村安五郎ほか
4名 明治14年8月 8% 市場税を含む、他所船は10% 記載なし 171.675 

神田下村肥中浦 井上百助 明治14年8月 8% 市場税を含む 記載なし 80.025 

四
〇



別表１　明治19年「魚市場慣行調」阿武・見島郡摘要

郡 所在地 市場主・総代人 創設年月
口銭（魚売
上高に対す
る引去額）

口銭内訳 仕入の有無 明治17年分
上り高（円） その他

阿
武
郡

萩浜崎町浜崎 落合相太郎
三好育之助 享保期以前 12% 市場税・中使給・魚商人へ立戻し金・市場

費用金・問屋営業者ノ手数料等に充当 仕入れと漁獲物販売に関する委任状あり 26530.712  近隣諸浦の漁人とも仕入によって契約関係構築

奈古村浜崎 林作次郎
松浦利八 明治16年5月 記載なし 3%の税金上納のみ記載あり 記載なし 648.740  漁人が市場で自分糶売りを行う

宇田村字浦 金子丈七 明和4年10月 5% 市場税3%は別に徴収か？ 仕入れに対し口銭とは別に１～２割の置金を取る。「置金帳」とは別
に「餌代其外一時貸帳」もあり。 1354.941  木与浦・惣郷村尾無浦の漁人とも契約

宇田村字浦 金子秀蔵 不明 10% 市場税3%を含む 仕入れに対し口銭とは別に１～２割の置金を取る 978.966 

須佐村 大谷千九郎
内田栄助 享保元年 26%

6%漁船・船具仕入に対する引当、13%漁具・
臨時費貸金仕入に対する引当、7%市場主
利益その他適宜餌代仕入引当

あり。左の通り。 1829.104 

江崎村 宮内・小野・安
江など計5名 寛永期か 34%

10%越年米仕入れに対する引当、4%地下
小貫に対する引当、8%漁道具仕入に対す
る引当、5%漁船仕入れに対する引当、7%
口銭（旧藩時は海上石、明治期は市場税を
この内より上納。市場主利益を含む）

あり。左の通り。 5454.025  下田万村湊浦の魚市場も兼ねる

別表２　明治19年「魚市場慣行調」大津郡摘要

郡 所在地 市場主・総代人 創設年月
口銭（魚売
上高に対す
る引去額）

口銭内訳 仕入の有無 明治17年分
上り高（円） その他

大
津
郡

三隅下村野波瀬 宮本太吉 不詳 12% 7%税金・手数料、5%買主返し
他浦から持越は13% 記載なし 1128.101 

瀬戸崎浦仙崎 村田松蔵 不詳（近世期か） 5% 漁具・船等を魚問屋より漁人に仕入 6503.841 
日置上村黄波戸浦 河瀬忠二郎 不詳 5% 記載なし 3047.320 
蔵小田村掛渕 繁村五兵衛 明治8年1月 記載なし 記載なし 600.800 
伊上村浦 兼沢源次郎 明治15年10月 12% 3%税金、9%世話料 金銭・諸物品判取帳あり。仕入れ帳簿か？ 156.607 
津黄村津黄浦 村岡市蔵 明治16年1月 5% 記載なし 29.698 
後畑村立石浦 吉岡源治郎 明治16年1月 5% 記載なし 121.192 
向津具下村久津 津島弥五郎 明治16年6月 記載なし 記載なし 19.600  漁人が波戸場で商估に直に売渡
向津具下村大浦 登長五郎 明治16年6月 記載なし 記載なし 17年廃業 漁人と商估の間魚問屋を以売買
川尻村 天野勘作 明治15年11月 記載なし 記載なし 29.066  漁人が波戸場で商估に直に売渡

別表３　明治19年「魚市場慣行調」豊浦郡摘要

郡 所在地 市場主・総代人 創設年月
口銭（魚売
上高に対す
る引去額）

口銭内訳 仕入の有無 明治17年分
上り高（円） その他

豊
浦
郡

安岡村脇浦 村山駒治郎 明治8年3月 10% 記載なし 火災により
不明

宇賀村湯玉 山本増三郎 明治16年5月 5%～10% 魚数により一定せず 記載なし 不詳
宇賀村二見 佐々木小市 明治18年1月 5%～10% 魚数により一定せず 記載なし ナシ
小串村川端 勝虎吉 不詳 記載なし 記載なし 5601.400 
吉見下村浦 浜崎喜代之助 文久2年頃 6% 記載なし 355.729 

矢玉浦 重岡与六
内村卯吉 天明2年 5.5% 市場税3%（口銭とは別と推定）

1%は貯蓄 漁民への貸付が滞ったため、曳船株として魚市場が始まる 905.635  かつては曳船問屋の重岡与六・内田猛四郎・岡部清七郎が所有

神田上村和久浦 安本安五郎
宗像藤介 承応元年 3% 市場税3%（口銭とは別と推定）

江戸時代の口銭額は13%→10%→7％ 漁民への貸付が滞ったため、曳船株として魚市場が始まる 691.692 

阿川村浦北村 市村貞雄 明治13年11月 8% 市場税を含む。仕入れ算用は別
市場曵立の基礎たる漁人ヘ漁具資金として年々三・七月両度一漁舟
に金五円宛を貸与するを例とす、且又非常遭難之際か若は新規造船
して代価差閊のときは、其時々現金若干を貸与する

2040.691 

豊浦村宮ノ前 辻野・仙崎・泉 明治13年5月 記載なし 記載なし 171.020
粟野村浦 満畑兼吉 明治18年5月 10% 記載なし ナシ
神田下村島戸浦 大島清右衛門 明治14年7月 7.5% 市場税を含む 記載なし 813.684 

神田下村特牛浦 市村安五郎ほか
4名 明治14年8月 8% 市場税を含む、他所船は10% 記載なし 171.675 

神田下村肥中浦 井上百助 明治14年8月 8% 市場税を含む 記載なし 80.025 

四
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